					
別添様式

誓　約　書


　鳥取県知事　平井　伸治　様


　当社は、海外企業信用調査報告書（以下「海外報告書」という。）を取得するに当たり、次の項目を承認・遵守することを誓約します。 

１　海外報告書は、当社の内部資料としてのみ利用し、外部への資料持出しその他の手段により、海外報告書の内容を第三者に漏らさないこと。（訴訟、調停、仲裁、その他司法手続き等の資料として用いることも同様。）

２　理由の如何にかかわらず、海外報告書の複製、転載、貸与、その他これと同様の行為は一切行わないこと。

３　海外報告書の記事内容及び海外報告書の使用により発生した損害については、当社が一切の責任を負うこと。

４　海外報告書を第三者に開示したことにより、鳥取県及び株式会社帝国データバンクに何らかの紛議が生じ、鳥取県及び株式会社帝国データバンクが損害を被った場合、または当社と第三者との間で紛議が生じた場合、当社は自己の費用負担と責任においてかかる損害を賠償し、または紛議を解決すること。

５　海外報告書の提供元が株式会社帝国データバンク及び同社の関連機関であることを、第三者に開示しないこと。

６　一度手配した海外報告書は、手配国で企業が確認できない場合でも、原則として他国への手配替えはできないこと。手配後に登記が確認できない、または入手情報が限定され評価を付与できない場合でも、申込みの取消しは承りかねること。

７　当社またはその従業員が、反社会的勢力（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２項に規定する暴力団もしくは同条第６号に規定する暴力団員または暴力、威力および詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団もしくは個人をいう。）またはその関係者であることが判明したときは、鳥取県及び帝国データバンクは依頼に基づく海外報告書の提供を取り消すことができること。
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別紙

ＴＤＢ報告書取扱い規定

海外企業信用調査報告書(以下、海外報告書）の取扱いについては、当取扱規定の内容を承認・遵守のうえ、ご利用いただきますようお願い申し上げます。なお、海外報告書内に記載されている取扱に関する規定と当取扱規定の内容が抵触する場合には、当取扱規定の内容が優先するものとします。

１．海外報告書は、貴社の内部資料としてのみご利用いただき、外部への資料持出しその他の手段により、海外報告書の内容を第三者に漏らすことは禁止します。（訴訟、調停、仲裁、その他司法手続き等の資料として用いることも同様です。）

２．理由の如何にかかわらず、海外報告書の複製、転載、貸与、その他これと同様の行為は一切禁止します。

３．海外報告書は、弊社が選択した各国の調査機関が、自ら定めた仕様に従って調査を実施、報告したものです。したがって海外報告書の見解は、当該調査機関のもので、弊社の見解ではありません。また内容の正確性・完全性・または特定の目的についての適合性を保証するものではありませんので、海外報告書の記事内容および海外報告書の使用により発生した損害についても弊社は責任を負いません。

４．貴社が海外報告書を第三者に開示したことにより、弊社に何らかの紛議が生じ、弊社が損害を被った場合、または貴社と第三者との間で紛議が生じた場合、貴社は自己の費用負担と責任においてかかる損害を賠償し、または紛議を解決するものとします。

５．海外報告書の入手元が弊社および当該調査機関であることを、貴社は第三者に開示しないものとします。

以上

